
次期地域福祉計画の策定について

議題（２）イ
次期地域福祉計画の策定について

令和７年３月２８日

保健福祉局地域福祉推進課

〇概要
市町村地域福祉計画は、社会福祉法によって市町村に策定の努力義務が課された地域福祉の推進に関

する計画である。
本市では、平成２３年に北九州市地域福祉計画「北九州市の地域福祉２０２１～２０２０」を策定、

令和２年に現行計画である「北九州市の地域福祉２０２１～２０２５」を策定した。

〇策定の目的
地域福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て、地域生活課題を明らかにするとともに、その解

決のために必要となる施策の内容や量、体制等について、庁内関係局はもとより、多様な関係機関や専
門職も含めて協議の上、目標を設定し、計画的に整備するもの。

〇計画の位置づけ
本市の基本構想・基本計画の分野別計画として、地域福祉の推進のための理念・取組を定める。
地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉、その他の福祉の各分野における共通的な

事項を記載する、いわゆる上位計画として位置づけられている。

現行計画（北九州市地域福祉計画）について１／２
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◆地域福祉について関心を持ち、自分の地域とそこで暮ら

す人について理解する

◆家族や親族をはじめ、身近な人との支え合いや助け合い

を大切にする

◆地域の課題を自分自身のこととしてとらえる

◆あいさつや、簡単な声かけ、地域のイベントへの参加な

ど、できることから始める

◆地域で活動している人に協力し、支援する

◆わかりやすい情報提供を推進する

◆地域住民の複合・複雑な課題に対応するための包括的な

相談支援の体制をつくる

◆制度の狭間にある人や地域で孤立している人などに支援

が届く体制をつくる

◆地域で安心して暮らせるための支援の仕組みをつくる

◆日常的に地域の人が交流できる場所や機会をつくる

◆支援を必要とする人が近所にいれば、見守りや助け合い

を実践する

◆地域での活動に参加する

◆地域活動団体、支援機関等の間で情報共有をはじめとす

る連携を深める

◆災害に備えて、平常時から支え合いのネットワークづく

りに取り組む

【基本理念】 【基本目標】 【地域で目指すこと】

現行計画（北九州市地域福祉計画）について２／２

〇次期計画に盛り込む事項（社会福祉法第１０７条第１項）
１地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項

２地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
３地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
４地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
５包括的な支援体制の整備に関する事項

■包括的な支援体制の整備に向けた取り組み

法第１０６条の３第１項では、市町村の責務を具体化し、地域福祉を推進する上での公的責任
を明確にするために、地域の力と公的な支援体制があいまって、地域生活課題を解決するための
「包括的な支援体制の整備」に努めることを規定している。

次期地域福祉計画では、包括的な支援体制の整備（①住民が主体的に地域生活課題を把握し解決を
試みることができる環境の整備、②地域生活課題に関する相談を包括的に受けとめる体制の整備、
③多機関の協働による包括的な相談支援体制にかかる取組）に関する本市の取組を示す。

次期北九州市地域福祉計画について（１／２）

地域共生の
実現社会

地域福祉の
推進

包括的な
支援体制
の整備

法４条１項 主体＝地域住民

法４条２項 主体＝地域住民、福祉事業者、福祉活動者

法１０６条の３第１項 主体＝市町村
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〇地域共生社会の在り方検討会議（厚生労働省）における議論の主なポイント
①地域共生社会の実現に向けた取組について

包括的支援体制の整備の現状と今後の在り方について
包括的支援体制整備と重層事業の関係性

重層的支援体制整備事業の現状と今後の在り方について
重層事業のこれまでの取組状況等の実態把握・効果検証やその方策、財源の在り方を含む持続可能
な制度設計
生活困窮者自立支援制度と重層事業との関係

分野横断的な支援体制づくり・地域づくりの促進等について
福祉分野内、福祉分野外の類似施策や関係施策との連携
災害時の被災者支援との連携

②地域共生社会における、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応について
身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題への支援の在り方について

生活上の課題（身元保証、日常生活支援、死後事務の処理等）について、既存の各施策も踏まえた、
必要な支援の在り方（相談対応、資力がない者への対応など）

身寄りのない高齢者等を地域で支える体制の在り方について
地域におけるネットワーク構築の推進の方策等
他制度における地域ネットワーク体制との連携・協働の在り方

③成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実について

④その他の論点について
社会福祉法人等の地域共生社会の担い手としての役割や経営の協働化・大規模化等

次期北九州市地域福祉計画について（２／２）
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